
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
九

企
　
業
　
局

○
山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
九

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
施
行
者
の
名
称

櫛
形
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
西
都
市
計
画
下
水
道
事
業
櫛
形
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１

収
用
の
部
分

平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号
及
び
平
成
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号
の
事
業
地

に
櫛
形
町
大
字
小
笠
原
字
八
幡
廻
の
全
部
並
び
に
字
藤
塚
の
一
部
並
び
に
大
字
山
寺
字
坂
下
、
字

日
蔭
田
、
字
伊
勢
前
、
字
野
田
、
字
若
宮
、
字
前
畑
、
字
久
保
、
字
南
田
、
字
下
南
田
及
び
字
宝

伝
並
び
に
大
字
桃
園
字
西
條
、
字
宮
原
、
字
中
井
畑
、
字
東
畑
、
字
尾
尻
、
字
大
新
井
、
字
八
反

畑
、
字
寺
畑
、
字
西
原
及
び
字
東
原
の
各
一
部
を
加
え
る
。

２
　
使
用
の
部
分

な
し

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
（
平
成
六
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
の
う
ち
、」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

別
表
第
三
十
の
二
中

「

一
一

長
坂
駅

北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上
条

終
日

タ
ク
シ

長
坂

平
元
・
五
・
八

前
広
場

二
、
五
七
五
番
地
先
（
長
坂

ー
　

一
六
号

丁
字
路
　
駅
前
広
場
ロ
ー
タ
リ
ー
部
）

（
道
路
標
識
等
に
よ
っ
て
指

定
さ
れ
た
区
間
）

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
一
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
一
月
二
十
六
日

第
千
二
百
四
十
六
号

月　曜　日



を「

一
一

長
坂
駅

北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上
条

終
日

タ
ク
シ
　
長
坂

平
成
元
年
五
月
八
日

前
広
場

二
、
五
七
五
番
地
先
（
長
坂

ー

告
示
第
一
六
号

丁
字
路

駅
前
広
場
ロ
ー
タ
リ
ー
部
）

（
道
路
標
識
等
に
よ
っ
て
指

定
さ
れ
た
区
間
）

一
二

市
道
桜

甲
府
市
中
央
一
丁
目
一
八
番

二
〇

客
待
ち

甲
府

平
成
一
三
年
一
一
月

本
通
り

六
号
先
（
甲
府
中
央
信
用
組

時
三

タ
ク
シ

二
六
日

線

合
本
店
）
か
ら
甲
府
市
中
央

〇
分

ー

告
示
第
五
〇
号

一
丁
目
一
番
七
号
先
（
カ
ヤ

か
ら

ノ
ガ
ン
シ
ョ
ッ
プ
）
ま
で（

四
時

一
九
〇
メ
ー
ト
ル
）

ま
で

」

に
改
め
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
六
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日

六
二
〇


